
域に

係る

もの

22 同規則第48条第

２項の規定による

天災その他の不可

抗力による損害の

状況の調査及び確

認

(一) 営繕費に係 ○

る本庁舎等の工

事に係るもの

(二) (一)以外の

もの

(１) 東部総合 ○ 東部総合事務

事務所及び八 所長

頭総合事務所

に係るもの

(２) 中部総合 ○ 中部総合事務

事務所に係る 所長

もの

(３) 西部総合 ○ 西部総合事務

事務所及び日 所長

野総合事務所

に係るもの

23 同規則第49条第

１項の規定による

設計図書の変更の

決定

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

(１) 工事費が ○

２億円以上の

工事に係るも

の

(２) 工事費が

２億円未満の

工事に係るも

の

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 工事 ○

費が6,000



万円以上

の工事に

係るもの

(ロ) 工事

費が6,000

万円未満

の工事に

係るもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

24 同規則第52条第

１項（同規則第56

条第２項において

準用する場合を含

む。）の規定によ

る工事の完成検査

の委託

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

(１) 工事費が ○

２億円以上の

工事に係るも

の

(２) 工事費が

２億円未満の

工事に係るも

の

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等



の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 工事 ○

費が6,000

万円以上

の工事に

係るもの

(ロ) 工事

費が6,000

万円未満

の工事に

係るもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所



管区

域に

係る

もの

25 同規則第57条第

１項の規定による

工事目的物の使用

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

(１) 工事費が ○

２億円以上の

工事に係るも

の

(２) 工事費が

２億円未満の

工事に係るも

の

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 工事 ○

費が6,000

万円以上

の工事に

係るもの

(ロ) 工事

費が6,000

万円未満

の工事に

係るもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及



び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

26 同規則第57条第

３項の規定による

増加費用の負担の

決定

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

(１) 工事費が ○

２億円以上の

工事に係るも

の

(２) 工事費が

２億円未満の

工事に係るも

の

イ 建築工事

に係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の



所管区

域に係

るもの

ロ 設備工事

に係るもの

(イ) 工事 ○

費が6,000

万円以上

の工事に

係るもの

(ロ) 工事

費が6,000

万円未満

の工事に

係るもの

ａ 営繕 ○

費に係

る本庁

舎等の

工事に

係るも

の

ｂ ａ以

外のも

の

(ａ) ○ 東部総合事務

東部 所長

総合

事務

所及

び八

頭総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

(ｂ) ○ 中部総合事務

中部 所長

総合

事務

所の

所管

区域

に係

るも

の

(ｃ) ○ 西部総合事務

西部 所長

総合

事務

所及

び日

野総

合事

務所

の所

管区

域に

係る

もの

27 同規則第58条第

１項の規定による

かしの修補及び損

害の賠償の請求

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設 ○

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

28 同規則第59条第

２項（同規則第56

条第２項において

準用する場合を含

む。）の規定によ

る請負代金の支払

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円



以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建設工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事

に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

29 同規則第60条第

２項の規定による

前金払に係る認定

(一) 営繕費に係 ○

る本庁舎等の工

事に係るもの

(二) (一)以外の



もの

(１) 東部総合 ○ 東部総合事務

事務所及び八 所長

頭総合事務所

の所管区域に

係るもの

(２) 中部総合 ○ 中部総合事務

事務所の所管 所長

区域に係るも

の

(３) 西部総合 ○ 西部総合事務

事務所及び日 所長

野総合事務所

の所管区域に

係るもの

30 同規則第61条第

２項の規定による

請負代金の前金払

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建設工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事

に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長



務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

31 同規則第66条第

１項の規定による

工事の出来形部分

等の確認

(一) 営繕費に係 ○

る本庁舎等の工

事に係るもの

(二) (一)以外の

もの

(１) 東部総合 ○ 東部総合事務

事務所及び八 所長

頭総合事務所

の所管区域に

係るもの

(２) 中部総合 ○ 中部総合事務

事務所の所管 所長

区域に係るも

の

(３) 西部総合 ○ 西部総合事務

事務所及び日 所長

野総合事務所

の所管区域に

係るもの

32 同規則第66条第

４項の規定による

請負代金の部分払

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建設工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事

に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が



6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

33 同規則第67条第

１項の規定による

請負代金の代理受

領の承認

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建設工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事

に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未



満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

34 同規則第69条第

１項及び第70条第

１項の規定による

請負契約の解除

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設 ○

計金額が５億円

未満の工事に係

るもの

35 同規則第72条第

１項の規定による

請負代金の支払

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建築工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(２) 設備工事



に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

36 同規則第72条第

７項の規定による

当該物件の処分等

の決定

(一) 請負対象設 ○

計金額が５億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上５億円未満

の工事に係るも

の

(三) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建築工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの



(２) 設備工事

に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

37 同規則第72条の

３第１項の規定に

よる追加技術者の

配置の要求

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建築工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事



に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

38 同規則第72条の

５第１項の規定に

よる工事現場の施

工体制に係る実態

調査の実施

(一) 請負対象設 ○

計金額が２億円

以上の工事に係

るもの

(二) 請負対象設

計金額が２億円

未満の工事に係

るもの

(１) 建築工事

に係るもの

イ 営繕費に ○

係る本庁舎

等の工事に

係るもの

ロ イ以外の

もの

(イ) 東部 ○ 東部総合事務

総合事務 所長

所及び八

頭総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(ロ) 中部 ○ 中部総合事務

総合事務 所長

所の所管

区域に係

るもの

(ハ) 西部 ○ 西部総合事務

総合事務 所長

所及び日

野総合事

務所の所

管区域に

係るもの

(２) 設備工事



に係るもの

イ 請負対象 ○

設計金額が

6,000万円以

上の工事に

係るもの

ロ 請負対象

設計金額が

6,000万円未

満の工事に

係るもの

(イ) 営繕 ○

費に係る

本庁舎等

の工事に

係るもの

(ロ) (イ)

以外のも

の

ａ 東部 ○ 東部総合事務

総合事 所長

務所及

び八頭

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

ｂ 中部 ○ 中部総合事務

総合事 所長

務所の

所管区

域に係

るもの

ｃ 西部 ○ 西部総合事務

総合事 所長

務所及

び日野

総合事

務所の

所管区

域に係

るもの

九 その他の１ 本庁の庁舎の使 ○

事務 用割当の決定又は

変更

２ 本庁の庁舎の暖 ○

冷房開始及び終了

の時期の決定

３ 本庁の構内電話 ○

の架設、廃止又は

変更

４ 本庁の庁舎内で ○

の電気機器使用の

承認

職一 地方公務１ 同法第17条第１

員 員法に基づ 項の規定により任

課 く知事の権 免される職員の任

限に属する 免及び給与の決定

事務 (一) 課長補佐又 ○

はこれに相当す

る職以上の職の

職員に係るもの

(二) 係長又はこ ○

れに相当する職

の職員に係るも

の

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

２ 同法第17条第３ ○

項の規定による選

考のための試験の

施行

３ 同法第22条第２ ○

項に規定する臨時

的任用職員及びこ

れらの者の職に準



ずる職員（任用期

間が16日未満の者

を除く。）の任免

及び給与の決定

４ 同法第26条の２

第１項の規定によ

る職員の修学部分

休業の承認

(一) 次長等（次 ○

長若しくは課長

又はこれらに相

当する職の職員

をいう。以下職

員課の項におい

て同じ。）及び

地方機関の長に

係るもの

(二) 部長等（部 ○

長又はこれに相

当する職の職員

をいう。以下職

員課の項におい

て同じ。）及び

次長等以外の職

員（地方機関の

長を除く。）に

係るもの

５ 同法第26条の５

第５項の規定によ

る自己啓発等休業

の承認の取消し

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

６ 同法第28条第２ ○

項第１号の規定に

よる職員の休職の

命令

７ 同法第28条第１ ○

項又は第２項の規

定による職員の分

限（心身の故障に

よる休職を除

く。）又は同法第2

9条第１項から第３

項までの規定によ

る職員の懲戒に係

る処分

８ 職員団体の業務 ○

に専ら従事する職

員に係る事務のう

ち次に掲げるもの

(一) 専従休暇の

承認

(二) 職務復帰の

許可

(三) 専従休暇の

取消し

９ 同法第38条第１

項の規定による職

員の営利企業等の

従事の許可

(一) 部長等及び ○

地方機関の長

（部長に相当す

る職の職員に限

る。）に係るも

の

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（部長に相当す



る職の職員を除

く。）に係るも

の

(三) 部長等及び ○

次長等以外の職

員（地方機関の

長を除く。）に

係るもの

10 同法第40条第１ ○

項の規定による職

員の勤務成績の評

定の実施

二 地方自治１ 同法第180条の３ ○

法に基づく の規定による委員

知事の権限 会又は委員との協

に属する事 議及び他の執行機

務 関の職員への兼

職、充当又は他の

執行機関の事務へ

の従事命令

２ 同法第252条の17 ○

第１項及び第３項

の規定による職員

の派遣申請及び派

遣についての協議

３ 次に掲げる者の

任免及び給与の決

定

(一) 就任につい ○

て議会の同意に

よることを必要

とする職の職員

(二) (一)に掲げ ○

る職員以外の執

行機関の委員

(三) 専門委員 ○

(四) 地方公務員 ○

法第３条第３項

第３号に規定す

る特別職の職員

（人事関係事務

手続き要領別表

第１に掲げる非

常勤職員に限

る。）に係るも

の

三 職員の任１ 同規則第４条第 ○

用に関する ２項の規定による

規則（昭和 任用候補者の提示

27年鳥取県 の請求

人事委員会

規則第11 ２ 同規則第７条の ○

号）に基づ 規定による任用候

く知事の権 補者の選択結果の

限に属する 通知

事務

３ 同規則第８条の ○

規定による採用又

は昇任の選考の請

求

４ 同規則第９条の ○

規定による職員の

臨時的任用の承認

の請求（１月以内

に廃止される職及

び単純な労務に従

事する職への臨時

的任用を除く。）

５ 同規則第19条第 ○

４号に規定する職

への採用の選考

四 地方公務１ 同法第２条第１

員の育児休 項の規定による職

業等に関す 員の育児休業の承

る法律（平 認

成３年法律 (一) 部長等及び ○

第110号） 総合事務所長に



に基づく知 係るもの

事の権限に (二) 次長等及び ○

属する事務 地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

２ 同法第３条第３

項の規定による育

児休業の延長の承

認

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

３ 同法第５条第２

項の規定による育

児休業の承認の取

消し

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

４ 同法第６条第１ ○

項の規定による職

員の任期を定めた

採用又は臨時的任

用の決定

５ 同法第６条第３ ○

項の規定による任

期を定めて採用さ

れた職員の任期の

更新

６ 同法第10条第１

項の規定による育

児短時間勤務の承

認

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

７ 同法第11条第２

項で準用する同法

第10条第３項の規

定による育児短時

間勤務の期間の延

長の承認

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○



(二)以外の職の

職員に係るもの

８ 同法第12条で準

用する同法第５条

第２項の規定によ

る育児短時間勤務

の承認の取消し

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

９ 同法第18条第１ ○

項の規定による育

児短時間勤務に伴

う短時間勤務職員

の採用

五 職員の給１ 同条例第４条の ○

与に関する 規定による昇給等

条例（昭和 の決定

26年鳥取県

条例第３２ 同条例第16条の ○

号）に基づ ７の規定による勤

く知事の権 勉手当の支給総額

限に属する の決定

事務

六 職員の給１ 同規則第２条第 ○

与の支給に ２項の規定による

関する規則 給料の支給期日の

（昭和27年 変更に係る承認の

鳥取県人事 申請

委員会規則

第３号）に２ 同規則第９条第 ○

基づく知事 １項及び第３項の

の権限に属 規定による扶養親

する事務 族の認定

七 職員の初１ 同規則第８条第 ○

任給、昇 ２項の規定による

格、昇給等 昇格基準によるこ

の基準に関 との承認の申請

する規則

（昭和32年２ 同規則第13条第 ○

鳥取県人事 ４項の規定による

委員会規則 昇給区分の決定に

第10号）に 係る承認の申請

基づく知事

の権限に属３ 同規則第20条の ○

する事務 規定による給料の

補正及び訂正に係

る承認の申請

八 職務に専１ 同条例第２条の

念する義務 規定による職務に

の特例に関 専念する義務の免

する条例 除の承認

（昭和26年 (一) 次長等及び ○

鳥取県条例 地方機関の長に

第５号）に 係るもの（職務

基づく知事 に専念する義務

の権限に属 の特例に関する

する事務 規則第２条の表

第９号から第11

号までの事由に

該当する場合に

限る。）

(二) 所属職員に ○

係るもの（職員

団体のための職

員の行為の制限

の特例に関する

条例第２条第１

号並びに職務に

専念する義務の

特例に関する規



則第２条の表第

９号から第11号

までの事由に該

当する場合に限

る。）

九 職員の勤１ 同条例第２条第 ○

務時間、休 ５項の規定による

暇等に関す 勤務時間の変更の

る条例（平 承認の申請

成６年鳥取

県条例第35 ２ 同条例第４条第 ○

号）に基づ ２項の規定による

く知事の権 人事委員会との協

限に属する 議

事務

３ 同条例第７条第 ○

１項又は第３項の

規定による勤務時

間又は休憩時間の

変更の承認の申請

十 職員の勤１ 同規則第４条第 ○

務時間、休 ３項の規定による

暇等に関す 人事委員会との協

る規則に基 議

づく知事の

権限に属す２ 無給休暇及び同

る事務 規則第16条の表第

２号に該当する場

合における休暇の

承認

(一) 次長等又は ○

地方機関の長に

係るもの

(二) (一)以外の ○

職員に係るもの

３ 同規則第28条の ○

規定による週休日

等の別段の定めの

許可又は承認の申

請

十一 職員の１ 同条例第17条第

育児休業等 １項の規定による

に関する条 育児短時間勤務を

例（平成４ していた職員に引

年鳥取県条 き続き当該育児短

例第６号） 時間勤務と同一の

に基づく知 勤務の日及び時間

事の権限に 帯において常時勤

属する事務 務を要する職を占

めたまま勤務をさ

せることの決定

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

２ 同条例第18条第 ○

１項の規定による

育児短時間勤務に

伴う短時間勤務職

員の任期の更新

十二 職員の１ 同条例第４条の

修学部分休 規定による職員の

業に関する 修学部分休業の承

条例（平成 認の取消し

16年鳥取県 (一) 次長等及び ○

条例第66 地方機関の長に

号）に基づ 係るもの

く知事の権 (二) (一)以外の ○

限に属する 職員に係るもの

事務

十三 職員の １ 同条例第２条の



自己啓発等 規定による自己啓

休業に関す 発等休業の承認

る条例に基 (一) 部長等及び ○

づく知事の 総合事務所長に

権限に属す 係るもの

る事務 (二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

２ 同条例第７条第

３項の規定による

自己啓発等休業の

期間の延長の承認

(一) 部長等及び ○

総合事務所長に

係るもの

(二) 次長等及び ○

地方機関の長

（総合事務所長

を除く。）に係

るもの

(三) (一)及び ○

(二)以外の職の

職員に係るもの

十四 職員団１ 同条例第２条第 ○

体のための １号の規定による

職員の行為 職員の職務に専念

の制限の特 する義務の免除

例に関する

条例に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十五 通勤手１ 同規則第４条第 ○

当の支給に １項の規定による

関する規則 通勤手当に係る確

（昭和33年 認並びに決定及び

鳥取県人事 改定

委員会規則

第21号）に

基づく知事

の権限に属

する事務

十六 住居手１ 同規則第７条第 ○

当に関する １項の規定による

規則（昭和 住居手当に係る確

49年鳥取県 認並びに決定及び

人事委員会 改定

規則第33

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十七 単身赴１ 同規則第８条第 ○

任手当の支 １項の規定による

給に関する 単身赴任手当に係

規則（平成 る確認並びに決定

２年鳥取県 及び改定

人事委員会

規則第１

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

十八 知事等１ 同規則第３条の ○

の退職手当 規定による退職手

の支給に関 当の金額の決定

する規則

（昭和37年

鳥取県規則

第74号）に

基づく知事

の権限に属

する事務



十九 職員の１ 同規則第３条の ○

退職手当の 規定による退職手

支給に関す 当の金額の決定

る規則（昭

和51年鳥取２ 同規則第６条 ○

県規則第25 （同規則第21条に

号）に基づ おいて準用する場

く知事の権 合を含む。）の規

限に属する 定による退職票の

事務 交付

３ 同規則第７条の ○

規定による在職票

の交付

４ 同規則第８条第 ○

２項の規定による

失業者退職手当受

給資格者証の交付

５ 同規則第９条第 ○

２号の規定による

やむを得ないと認

める受給期間延長

理由の決定

６ 同規則第10条第 ○

４項の規定による

受給期間延長通知

書の交付

７ 同規則第12条の ○

規定による基本手

当に相当する退職

手当の支給日の指

定

８ 同規則第13条第 ○

２項（同規則第21

条において準用す

る場合を含む。）

の規定による待期

日数の間における

失業の認定

９ 同規則第13条第 ○

４項（同規則第21

条において準用す

る場合を含む。）

の規定による失業

の認定及び支給の

制限を行うべき事

実の有無の確認

10 同規則第14条第 ○

１項の規定による

公共職業訓練等の

受講の指示

11 同規則第19条の ○

２第２項の規定に

よる失業退職手当

高年齢受給資格者

証の交付

12 同規則第20条第 ○

２項の規定による

失業退職手当特例

受給資格者証の交

付

二十 地方公１ 労働協約の締結 ○

営企業等の

労働関係に

関する法律

（昭和27年

法律第289

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

二十一 現業１ 同規則第２条第 ○

職員就業規 ２項の規定による

則（昭和45 現業職員の勤務時



年鳥取県規 間等の決定

則第67号）

に基づく知

事の権限に

属する事務

二十二 現業１ 同規則第３条の ○

職員の給与 規定による職員の

に関する規 職務の級の決定

則（昭和32

年鳥取県規２ 同規則第３条の ○

則第46号） ２の規定による昇

に基づく知 給等の決定

事の権限に

属する事務３ 同規則第４条の ○

規定による勤勉手

当の支給総額及び

退職手当の金額の

決定

二十三 その１ 鳥取県職員履歴 ○

他の事務 書取扱要領（昭和

49年４月１日発人

第102号）第６の規

定による履歴事項

の追加又は訂正

２ 鳥取県職員身分 ○

証明書取扱要領

（昭和49年４月１

日付発人第103号）

に基づく次の事務

(一) 同要領第３

の規定による身

分証明書の交付

(二) 同要領第６

の規定による身

分証明書の書換

え交付

(三) 同要領第７

の規定による身

分証明書の再交

付

３ 自治大学校への ○

研修生の派遣の決

定

４ 履歴事項の証明 ○

及び職員の身分証

明

自一 その他の１ 補助金及び会計 ○

治 事務 に関する事務

研 (一) 自治研修所

修 長の名において

所 処理することが

適当であり、総

務部長が別に定

めるもの

２ 庁舎管理に関す

る事務（自治研修

所の庁舎又は構内

におけるものに限

る。）

(一) 鳥取県庁内

取締に関する規

則に基づく知事

の権限に属する

事務のうち次に

掲げるもの

(１) 同規則第 ○

３条第１項の

規定による物

品販売等の許

可

(２) 同規則第 ○

６条の規定に

よる必要な措

置の命令

(二) 県有建物に

関する広告物等

取扱規程に基づ

く知事の権限に



属する事務のう

ち次に掲げるも

の

(１) 同訓令第 ○

１条の規定に

よる広告物の

表示又はこれ

に関する物件

の設置の許可

(２) 同訓令第 ○

５条ただし書

の規定による

(１)の許可の

取消し

(三) 鳥取県県有

地等における自

動車の放置に対

する措置に関す

る条例に基づく

知事の権限に属

する事務のうち

次に掲げるもの

(１) 同条例第 ○

４条第１項の

規定による放

置自動車の状

況等の調査及

び警告書のは

り付け

(２) 同条例第 ○

４条第２項の

規定による警

察署への通報

(３) 同条例第 ○

４条第３項の

規定による施

錠の解錠及び

車内の調査

(４) 同条例第 ○

５条第１項の

規定による放

置自動車の移

動及び保管

(５) 同条例第 ○

５条第２項の

規定による移

動等の通知及

びその旨の公

示

(６) 同条例第 ○

６条第１項の

規定による放

置自動車の撤

去等の勧告

(７) 同条例第 ○

６条第２項の

規定による勧

告に従うこと

の命令

(８) 同条例第 ○

７条第１項の

規定による廃

物の認定

(９) 同条例第 ○

７条第２項の

規定による告

示

(10) 同条例第8 ○

条第1項の規定

による放置自

動車の処分

(11) 同条例第 ○

８条第２項の

規定による告

示

(12) 同条例第 ○

８条第３項の

規定による放

置自動車の処

分

(13) 同条例第 ○

９条の規定に

よる費用の請

求



福一 地方公務１ 同法第42条の規 ○

利 員法に基づ 定による職員の保

厚 く知事の権 健、元気回復その

生 限に属する 他厚生に関する事

室 事務 項についての計画

の樹立

２ 同法第42条の規 ○

定による職員の保

健、元気回復その

他厚生に関する事

項についての計画

の実施

二 恩給法１ 同法第９条ノ２ ○

(大正12年 の規定による恩給

法律第48 の受給権者に係る

号)に基づ 恩給の受給権の存

く知事の権 否に関する調査

限に属する

事務 ２ 同法第58条ノ２ ○

の規定による普通

恩給又は増加恩給

の支給の停止

３ 同法第58条ノ３ ○

第１項の規定によ

る普通恩給の支給

の停止

４ 同法第58条ノ４ ○

の規定による恩給

外の所得の決定及

び普通恩給の一部

の支給停止

５ 同法第77条の規 ○

定による扶助料の

支給の停止

三 恩給法の１ 同法第12条の規 ○

一部を改正 定による恩給の裁

する法律 定

（昭和26年

法律第87

号）附則第

10項の規定

によりなお

従前の例に

よるものと

された改正

前の恩給法

に基づく知

事の権限に

属する事務

四 恩給給与１ 同規則第34条ノ ○

規則（大正 ５の規定による恩

12年勅令第 給の支給の差止め

369号）に 及びその解除

基づく知事

の権限に属

する事務

五 鳥取県吏１ 同条例第７条ノ ○

員等退職年 ３の規定による恩

金及退職一 給の受給権の存否

時金ニ関ス に関する調査

ル条例（大

正12年鳥取２ 同条例第９条ノ ○

県令第55 ３の規定による恩

号）に基づ 給の受給権の裁定

く知事の権

限に属する３ 同条例第23条第 ○

事務 １項第２号又は第

３号の規定による

退職年金の支給の

停止

４ 同条例第23条ノ ○

２の規定によりそ

の例によることと

された恩給法第58

条ノ４の規定によ

る退職年金の年額



の一部の支給停止

及び退職年金外の

所得の決定

５ 同条例第24条ノ ○

６において準用す

る恩給法第77条の

規定による遺族年

金の支給停止

六 鳥取県吏１ 同規則第46条の ○

員等退職年 規定による恩給の

金及び退職 支給の差止め及び

一時金に関 その解除

する条例施

行規則（昭

和30年鳥取

県規則第14

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

七 議会の議１ 同条例第３条第 ○

員その他非 ２項の規定による

常勤の職員 職員の災害が公務

の公務災害 上のものであるか

補償等に関 どうかの認定及び

する条例 通知

（昭和42年

鳥取県条例２ 同条例第３条第 ○

第31号）に ３項の規定による

基づく知事 鳥取県公務災害補

の権限に属 償認定委員会の意

する事務 見の聴取

３ 同条例第６条の ○

規定による療養の

実施又は療養の費

用の支給

４ 同条例第７条の ○

規定による休業補

償金の支給

５ 同条例第７条の ○

２の規定による傷

病補償年金の支給

６ 同条例第８条の ○

規定による障害補

償年金の支給

７ 同条例第８条の ○

規定による障害補

償一時金の支給

８ 同条例第９条第 ○

１項の規定による

休業補償又は障害

補償の金額の一部

の減額

９ 同条例第９条第 ○

２項の規定による

休業補償の制限

10 同条例第９条の ○

２の規定による介

護補償の支給

11 同条例第10条の ○

規定による遺族補

償年金の支給

12 同条例第10条の ○

規定による遺族補

償一時金の支給

13 同条例第14条の ○

規定による葬祭補

償金の支給

14 同条例第15条の ○

規定によりその例



によるものとされ

た地方公務員災害

補償法（昭和42年

法律第121号）第３

章の規定による遺

族補償年金の支給

の停止及び遺族か

らの排除の決定

15 同条例第19条の ○

規定による報告、

出頭等の命令

16 同条例第20条の ○

規定による補償の

支給の一時差止め

八 議会の議１ 同規則第６条の ○

員その他非 規定による病院若

常勤の職員 しくは診療所若し

の公務災害 くは薬局又は訪問

補償等に関 看護事業者の指定

する条例施

行規則（昭

和43年鳥取

県規則第12

号）に基づ

く知事の権

限に属する

事務

九 その他の１ 地方職員共済組 ○

事務 合投資不動産に係

る賃貸借契約の締

結

行一 鳥取県職１ 同条例第２条第 ○

政 員定数条例 ２項の規定による

経 （平成６年 定数の外に置くこ

営 鳥取県条例 との承認

推 第４号）に

進 基づく知事２ 同条例第２条第 ○

課 の権限に属 ２項第２号の規定

する事務 による長期にわた

る研修で知事が定

めるものの決定

３ 同条例第３条の ○

規定による知事の

事務部局内の職員

の定数の配分

二 鳥取県事１ 同規則第４条第 ○

務処理権限 ７項及び第10項の

規則（平成 規定による課内室

８年鳥取県 長等に専決させる

規則第32 事項の報告の受理

号）に基づ

く知事の権２ 同規則第12条第 ○

限に属する ２項の規定による

事務 事務の一部の処理

を所属職員に専決

させることとした

場合の報告の受理

三 電子署名１ 同法第15条第２ ○

に係る地方 項の規定による電

公共団体の 子証明書の失効の

認証業務に 通知

関する法律

（平成14年２ 同法第15条第３ ○

法律第153 項の規定による漏

号）に基づ えい等に係る情報

く知事の権 を記録した旨の公

限に属する 表

事務

３ 同法第17条第１ ○

項の規定による失

効情報等の提供を

求める届出の受理

４ 同法第17条第４ ○

項の規定による提

供を行うに当たっ

て合意しておくべ



き事項についての

取決めの締結

５ 同法第29条第１ ○

項の規定による認

証業務情報の開示

請求の受理

６ 同法第29条第２ ○

項の規定による認

証業務情報の開示

７ 同法第30条第２ ○

項の規定による期

限内に開示をする

ことができない理

由及び開示の期限

の通知

８ 同法第31条第１ ○

項の規定による調

査及び内容の訂正

等

９ 同法第31条第２ ○

項の規定による訂

正等を行った旨の

通知

10 同法第34条第１ ○

項の規定による認

証事務の委託

11 同法第34条第６

項の規定による発

行手数料等の額の

承認

(一) 額の変更を ○

伴うもの

(二) (一)以外の ○

もの

12 同法第38条第１ ○

項の規定による認

証事務を行わせる

こととした旨の総

務大臣への報告及

びその旨の公示

13 同法第38条第２ ○

項の規定による指

定認証機関の名称

等の変更の届出の

受理及びその旨の

公示

14 同法第42条第２ ○

項の規定による指

定認証機関に対す

る意見

15 同法第43条第２ ○

項の規定による指

定認証機関に対す

る意見

16 同法第43条第３ ○

項の規定による事

業報告書等の受理

17 同法第46条第２ ○

項の規定による指

定認証機関に対す

る措置命令

18 同法第47条第２ ○

項の規定による指

定認証事務の実施

の状況に関する必

要な報告の要求及

び指定認証機関の

事務所に対する立

入検査等

19 同法第48条第３ ○



項の規定による認

証事務等の全部又

は一部の休止又は

廃止の許可につい

ての意見

20 同法第48条第４ ○

項の規定による総

務大臣からの通知

の受理

21 同法第49条第３ ○

項の規定による総

務大臣からの指定

の取り消し等を命

じた旨の通知の受

理

22 同法第50条第１ ○

項の認証事務を行

わせないこととす

る旨の通知

23 同法第50条第２ ○

項の規定による総

務大臣への報告及

び公示

24 同法第51条第３ ○

項の規定による総

務大臣から通知を

受けた旨の公示

25 同法第56条第２ ○

項の規定による署

名検証者に対する

報告の要求

26 同法第57条第１ ○

項の規定による運

用規定の作成及び

公表

27 同法第57条第２ ○

項の規定による市

町村長からの意見

の徴収

四 県が設立１ 鳥取県地方独立 ○

する地方独 行政法人の業務運

立行政法人 営並びに財務及び

に係る事務 会計に関する規則

のうち次に （平成18年鳥取県

掲げるもの 規則第89号）第17

条の規定による同

規則の施行に関し

必要な事項の決定

財 略 財 略

政 政

課 課

税 略 税 略

務 務

課 課

統一 統計法１ 同法第８条第１ ○

計 （昭和22年 項の規定による指

課 法律第18 定統計調査以外の

号）に基づ 統計調査の実施の

く知事の権 届出

限に属する

事務 ２ 同法第12条第１ ○

項の規定による統

計調査員の任免

３ 同法第15条第２ ○

項の規定による指

定統計の調査票の

統計上の目的以外

の使用の承認の申

請

二 統計法施１ 申告義務者の決 ○

行令（昭和 定、統計調査員の



24年政令第 指揮監督、調査区

130号）第 の設定、調査票の

８条の規定 配付、取集、審査

により知事 及び集計、調査票

の権限に属 その他関係書類の

するものと 作成保管及び送付

された事務 並びに指定統計調

査の実施に伴う事

務

三 鳥取県統１ 統計調査の実施 ○

計調査条例 の決定

（昭和25年

鳥取県条例２ 同条例第４条の ○

第７号）に 規定による調査区

基づく知事 の設定及び調査員

の権限に属 の任免

する事務

四 鳥取県統１ 同規則に基づき ○

計調査条例 行う統計調査に係

施行規則 る申告義務者の決

（平成12年 定、統計調査員の

鳥取県規則 指揮監督、調査票

第20号）に の配布、取集、審

基づく知事 査及び集計、調査

の権限に属 票その他関係書類

する事務 の作成保管及び送

付並びに届出統計

調査の実施に伴う

事務

２ 統計調査の結果 ○

の公表

協 略 協 略

働 働

連 連

携 携

推 推

進 進

課 課

分一 辺地に係１ 同法第３条第３ ○

権 る公共的施 項の規定による市

自 設の総合整 町村が総合整備計

治 備のための 画を策定する場合

推 財政上の特 に当該市町村に協

進 別措置等に 力して講じようと

課 関する法律 する措置の計画の

に基づく知 決定及び当該計画

事の権限に の総務大臣への提

属する事務 出

２ 同法第７条の規 ○

定による公共的施

設の総合的かつ計

画的な整備を促進

するための助言又

は調査

二 過疎地域１ 同法第５条第１ ○

自立促進特 項又は第４項の規

別措置法に 定による過疎地域

基づく知事 自立促進方針の決

の権限に属 定又は総務大臣、

する事務 農林水産大臣及び

国土交通大臣との

事前協議

２ 同法第７条第１ ○

項の規定による過

疎地域自立促進都

道府県計画の決定

及び当該計画の総

務大臣、農林水産

大臣及び国土交通

大臣への提出

三 山村振興１ 同法第７条の２ ○

法（昭和40 第１項又は第４項

年法律第64 の規定による振興

号）に基づ 山村の振興に関す

く知事の権 る基本方針の作成

限に属する 又は主務大臣との



事務 協議

２ 同法第８条第１ ○

項の規定による市

町村が作成する山

村振興に関する計

画への同意

四 地方自治１ 同法第252条の17 ○

法に基づく の５第１項の規定

知事の権限 による市町村に対

に属する事 する助言、勧告又

務（市町村 は資料の提出の要

長に委任し 求

たものを除

く。） ２ 同法第252条の17 ○

の６第２項の規定

による市町村の財

務に関する実地検

査

３ 同法第252条の２ ○

第２項又は第４項

の規定による市町

村の協議会の設置

の届出の受理又は

設置の勧告

４ 同法第252条の６ ○

の規定により同法

第252条の２第２項

の例によるものと

された市町村の協

議会の廃止の届出

の受理

５ 同法第252条の６ ○

の規定により同法

第252条の２第２項

の例によるものと

された市町村の協

議会の組織の変更

若しくは規約の変

更の届出の受理

６ 同法第252条の７ ○

第３項において準

用する同法第252条

の２第２項又は第

４項の規定による

市町村の機関等の

共同設置若しくは

廃止の届出の受理

又は共同設置の勧

告

７ 同法第252条の７ ○

第３項において準

用する同法第252条

の２第２項の規定

による機関等を共

同設置する市町村

の数の増減又は機

関等の共同設置に

関する規約の変更

の届出の受理

８ 同法第252条の14 ○

第３項において準

用する同法第252条

の２第２項又は第

４項の規定による

市町村の事務の委

託若しくは委託し

た事務の廃止の届

出の受理又は事務

の委託の勧告

９ 同法第252条の14 ○

第３項において準

用する同法第252条

の２第２項又は第

４項の規定による

市町村が委託した

事務を変更する場



合の届出の受理

１0 同法第255条の ○

５の規定による市

町村の事務に関す

る審査請求等に対

する裁決、裁定又

は審決

11 同法第260条第２ ○

項の規定による市

町村の区域内の町

若しくは字の区域

の設置若しくは廃

止又は町若しくは

字の区域若しくは

その名称の変更の

届出の受理及び変

更の告示

12 同法第284条第２ ○

項の規定による市

町村の一部事務組

合の設立の許可

13 同法第284条第３ ○

項の規定による市

町村の広域連合の

設立の許可

14 同法第285条の２ ○

第１項の規定によ

る市町村の一部事

務組合又は広域連

合の設置の勧告

15 同法第286条第１ ○

項の規定による市

町村の一部事務組

合の組織、事務又

は規約の変更の許

可

16 同法第286条第２ ○

項の規定による市

町村の一部事務組

合の規約の変更が

名称、位置又は経

費の支弁の方法の

みである場合の届

出の受理

17 同法第288条の規 ○

定による市町村の

一部事務組合の解

散の届出の受理

18 同法第291条の３ ○

第１項の規定によ

る市町村の広域連

合の組織、事務又

は規約の変更の許

可

19 同法第291条の３ ○

第３項及び第４項

の規定による市町

村の広域連合の規

約の変更の届出の

受理

20 同法第291条の10 ○

第１項の規定によ

る市町村の広域連

合の解散の許可

21 同法第295条の規 ○

定による財産区の

議会又は総会の設

置

22 同法第296条の５ ○

第２項又は第５項

の規定による財産

区の財産等の処分
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